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第１章 適正配置を進めるにあたって 

 １ 適正配置の必要性 

練馬区では、これまで人口増に合わせて、区立小・中学校および区立幼稚園を整備してきま

した。その結果、現在、小学校 69 校、中学校 34 校、幼稚園５園を設置・運営しています。 

しかしながら、区の総人口が増加しているなか、現在、区立小・中学校の児童生徒数は少子

化の影響により、昭和 50 年代のピーク時の約６割まで減少し、全体としては区立学校の小規

模化が進んでいます。一方、マンションや戸建て住宅の建設などにより、児童生徒数が増加傾

向の学校もあり、この影響から、児童生徒数および学級数に学校間で格差が生じています〔資

料編の資料１、資料２を参照〕。 

児童生徒数が著しく少ない学校や、逆に多い学校においては、教育指導上や学校運営上の課

題が生じる傾向があります。一方、確かな学力の向上のための一層の取り組みや小中一貫教育

の推進、老朽化した校舎の改築など、新たな教育課題への対応が求められています。 

これらの課題に的確に対応し、学校教育の充実と教育環境の改善を図るためには、児童生徒

数の動向や校舎の改築時期などを踏まえ、学校の適正配置を進める必要があります。 

また、区立幼稚園は５園のうち４園を光が丘地区に設置していますが、光が丘地区の幼児人

口が設置当初に比べて大幅に減少していることから、幼稚園についても適正配置を進める必要

があります。 

 

 ２ 適正規模 

（１）適正規模の制定 

学校は、集団生活の中で学習したり友情を育
はぐく

んだりすることを通して、児童生徒が互いに

切磋琢磨
せ っ さ た く ま

しながら、学力や社会性などを身につける場です。しかし、規模が小さくなると、集

団教育の良さが生かされないことにもなりかねません。また、規模が大きすぎると、教室数が

不足するなど、主に施設面での弊害が生じてきます。 

そこで、適正配置を進めるにあたっては、まず学校の適正規模の考え方を整理する必要があ

るため、教育委員会では、平成 15 年 12 月に「適正規模検討委員会」を設置し、16 年３月、

区立小・中学校の適正規模を以下のとおり定めました。小学校の適正規模を定めるにあたって

は、国の標準規模、単学級（１学年あたり１学級）の回避、現在の学級規模状況を考慮しまし

た。また、中学校の適正規模を定めるにあたっては、国の標準規模、教科担任制による教員配

置の状況を考慮しました。 

なお、適正規模を下回る学校（小学校 11 学級以下、中学校 10 学級以下）を「過小規模校」、

適正規模を上回る学校（小学校 25 学級以上、中学校 19 学級以上）を「過大規模校」としま

した。 
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        小学校  １校あたり  12～18 学級 

   （ただし、19～24 学級までは許容範囲） 
 

   中学校  １校あたり  11～18 学級 

 

 
 

        ※ 国では、学級数の標準規模を、学校教育法施行規則により、 

小・中学校とも「12 学級以上 18 学級以下」としている。 

 

（２）適正規模の効果 

教育委員会では、適正規模の区立小・中学校をつくることにより、以下のような学校教育上

の効果があると考えています。 

① 集団生活面 
 

・ 小学校では、単学級が解消され、学級の編成替え（クラス替え）ができることにより、

交友関係が広がり、多様なものの見方・考え方にふれる機会が得られる。 

・ 児童生徒が相互に刺激しあうという集団生活の良さが生かされ、学年や学校全体に活気

が生まれる。 
 

② 学習活動面 
 

・ 合唱・合奏、球技・競技などの学習活動や学芸会、運動会などの学校行事等において、

一定規模の集団による多様な活動が可能である。 

・ 一定規模の教員数の確保により、習熟度別学習などの多様な学習指導や学校行事等にお

ける多様な指導が実践できる。 
 

③ 学校運営面 
 

・ 小学校では、複数の教員で学年を経営することにより、授業研究、情報交換などが可能

となり、指導方法の広がりと深まりが期待できる。 

・ 中学校では、生徒の能力や適性および興味・関心に応じた多様な選択教科や部活動の開

設が可能である。 

 

 ３ 適正配置基本方針 

適正規模を定めた後、適正配置の基本方針と具体的な進め方について検討するため、平成 16

年９月に「適正配置検討委員会」を設置しました。同年 12 月、検討委員会から提出された答

申を踏まえ、平成 17 年２月に「基本方針（案）」をまとめ、約１か月間、区民意見反映（パブ

リックコメント）制度により、区民から意見を募集しました。同年４月、教育委員会では区民

からいただいた意見・要望等を踏まえ、適正配置の指針となる「区立小・中学校および区立幼

稚園の適正配置基本方針（以下「基本方針」とする。）」を策定しました。 

区立小・中学校の適正配置は、児童生徒数の動向を踏まえ、過小規模校および過大規模校に

ついて、以下の考え方で進めていきます。 
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過小規模校 ⇒ 通学区域の変更や学校の統合により、適正規模の確保に努める。 

         なお、原則として、小規模化の著しい学校から適正配置を進める。 
 

過大規模校 ⇒ 通学区域の変更により、適正規模の確保に努める。 

        

 

  

 

区立小・中学校および区立幼稚園の適正配置は、実施計画を策定し、それに基づき進めてい

きます。実施計画は、原則として５か年を計画期間とし、児童生徒数の動向などを踏まえ、策

定から３年目に見直しを行います。 

 

第２章 第一次実施計画の基本的な考え方 

 １ 計画期間 

区立学校適正配置第一次実施計画（以下「第一次実施計画」とする。）の計画期間は、平成

19 年度から 23 年度までとします。なお、児童生徒数の動向などを踏まえ、平成 21 年度に

見直しを行い、22 年度から 26 年度までを計画期間とする第二次実施計画を策定します。 

 

 ２ 基礎とした数値 

第一次実施計画の検討にあたっては、平成 24 年度の児童生徒数および学級数の推計（平成

19 年度東京都教育人口推計。以下「都教育人口推計」とする。）を基礎数値として使用しまし

た。都教育人口推計では、住民基本台帳に基づく就学予定者数、現在の児童生徒数および今後

の集合住宅計画の有無などを考慮して推計を行っています。 

都教育人口推計によると、練馬区では平成 24 年度に、小学校の過小規模校が 14 校、過大

規模校が１校となり、中学校の過小規模校が 16 校、過大規模校が１校となる見込みです〔資

料編の資料５を参照〕。 

 

 ３ 計画の対象校 

教育委員会では、基本方針に沿って、以下のとおり第一次実施計画の対象校を選定しました。 

（1）小学校 

① 過小規模校（14 校） 

過小規模校のうち、10 学級と 11 学級の学校（７校）については、今後の児童数および

学級数の推移を見ることにしました。 

次に、９学級以下の過小規模校（７校）について検討を行いました。その中で、光が丘

第二小学校、光が丘第四小学校、光が丘第五小学校、光が丘第七小学校、田柄第三小学校

の５校については、隣接校との統合により適正規模を確保することにしました。 

旭丘小学校（７学級）については、通学区域の変更により適正規模を確保することが難

しく、校舎の改築時に隣接校との統合を検討する必要があります。また、光が丘第八小学



校（６学級）については、通学区域の変更により適正規模を確保することが難しく、隣接

校との統合も、施設規模の面から現段階では難しい状況です。そのため両校については、

第一次実施計画の対象としないことにしました。 

光が丘第三小学校については 10 学級ですが、隣接校である光が丘第四小学校の適正規

模を確保するため、統合の対象としました。また、光が丘第一小学校および光が丘第六小

学校については適正規模を維持していますが、隣接校の光が丘第二小学校および光が丘第

五小学校の適正規模を確保するため、統合の対象としました。 

 

② 過大規模校（１校） 

過大規模校の中村小学校については 26 学級ですが、通学区域外からの就学を極力抑え

ることにより、今後、適正規模に近づくと判断し、第一次実施計画の対象としないことに

しました。 

 

（2）中学校 

平成 17 年４月から、中学校に入学する生徒を対象に、34 校ある区立中学校を自由に選べ

る学校選択制度を実施しています。この制度の導入からまだ３年しか経過していないことや学

校選択制度の検証を行う必要があることから、中学校については第一次実施計画の対象としな

いことにしました。 

 

（3）幼稚園 

幼稚園については、今後、教育委員会において就学前教育の充実および区立幼稚園のあり方

などについて検討し、その結果を踏まえて、幼稚園の適正配置を検討する必要があることから、

第一次実施計画の対象としないことにしました。 

 

第３章 第一次実施計画の内容 

１ 概要  

光が丘地区の小学校の適正規模を確保するため、平成 22 年４月、小学校８校を４校に統合

します。統合の対象校、統合の組み合わせ、統合新校の児童数・学級数、統合新校の位置およ

び統合の実施時期は、５ページの【統合の組み合わせおよび実施時期など】のとおりです。ま

た、通学区域の変更箇所は、５ページの【通学区域の変更箇所】のとおりです。 

統合にあたっては、住区ごとに１中学校２小学校を配置した光が丘団地の開発の経緯を踏ま

えて、統合の組み合わせを選定しました。 
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【統合の組み合わせおよび実施時期など】 

 
統 合 の 対 象 校 

（児童数、学級数） 
統合新校の児童数、学級数 統合新校の位置 統合の実施時期

光が丘第一小 

（380 人、13 学級） 
１ 

光が丘第二小 

（221 人、８学級） 

597 人、18 学級 現 光が丘第一小 

光が丘第三小 

（267 人、10 学級） 

[290 人、13 学級] ２ 

光が丘第四小 

（224 人、7 学級） 

495 人、17 学級 

［518 人、20 学級］
現 光が丘第四小 

光が丘第五小 

（144 人、６学級） 
３ 

光が丘第六小 

（434 人、13 学級） 

584 人、18 学級 現 光が丘第六小 

光が丘第七小 

（130 人、６学級） 
４ 

田 柄 第 三 小 

（305 人、11 学級） 

432 人、13 学級 現 田 柄 第 三 小 

平成 22 年４月

※ 対象校の児童数および学級数は、都教育人口推計に基づいた平成22年４月現在の数値です。 

※ ［  ］は、特別支援学級を含んだ数値です。 

※ 統合新校の児童数および学級数は、都教育人口推計値を基に、練馬区教育委員会が通学区域

の変更による影響を加味した数値です。 

 

【通学区域の変更箇所（統合後、そのまま統合新校の通学区域に移行する区域は除く）】 
 

 通 学 区 域 変 更 前 変 更 後 

① 田柄５丁目 10～17 番 【小学校】 

光が丘第七小 

 

【中学校】 

光が丘第四中 

【小学校】 

光が丘第五小と 

光が丘第六小の統合新校 

【中学校】 

光が丘第三中 

② 田柄５丁目４～７番 【小学校】 

練馬小 

 

【中学校】 

練馬中 

【小学校】 

光が丘第五小と 

光が丘第六小の統合新校 

【中学校】 

光が丘第三中 

③ 光が丘３丁目９番２号・３号 【小学校】 

光が丘第二小 

 

【中学校】 

光が丘第一中 

【小学校】 

光が丘第三小と 

光が丘第四小の統合新校 

【中学校】 

光が丘第二中 

④ 光が丘２丁目８番１号・２号 【小学校】 

光が丘第六小 

 

【中学校】 

光が丘第三中 

【小学校】 

光が丘第七小と 

田柄第三小の統合新校 

【中学校】 

光が丘第四中 

※ 平成 22 年４月以降、新たに入学する児童および生徒から適用します。 

※ 通学区域を変更する地域の児童で、平成 21 年度までに変更前の小学校に入学した児童につ

いては、希望により、変更前の中学校への入学を認める経過措置を設けます。 



 ２ 統合の実施時期 

光が丘地区の小学校は、児童数および学級数の減少が著しく、単学級が多く存在するため、

できるだけ早い時期に統合を行う必要があります。一方、統合までには、児童、保護者および

教職員間の交流、閉校の準備、統合新校の校名選定や改修工事などの準備が必要となります。

そのため、統合までの準備期間を２年間設けることとします。 

光が丘地区は、都市計画法上「一団地の住宅施設」として一体的に開発された経緯があり、

ひとつの大きなコミュニティを形成しています。また、通学区域外からの通学児童を除けば、

今後、新１年生となる幼児人口も非常に少なく、いずれの学校も同じ状況です。そのため、光

が丘地区の小学校８校を同時期（平成 22 年４月）に統合します。 

 

 ３ 統合新校の位置 

統合新校の位置については、敷地面積、校舎面積、教室数、通学区域などを考慮し、総合的

に判断しました〔資料編の資料７を参照〕。いずれの学校にもそれぞれ長所はありますが、教

室数に余裕があることと、統合新校の位置が通学区域の中心となることを優先しました。特に、

教室数に余裕があると、少人数指導、総合的な学習、広い空間を使用する工作物の製作など、

多様化する学習形態に幅広く対応することが可能となり、教育内容の充実に大変有効です。 

 

 ４ 通学区域 

統合新校の通学区域は、原則として統合対象校の通学区域を合わせたものとします。ただし、

統合新校までの通学距離、通学区域外の就学の状況および今後の児童数の見込みなどを考慮し、

統合の実施時期に合わせて、練馬小学校、光が丘第二小学校、光が丘第六小学校および光が丘

第七小学校の通学区域の一部を変更します。また、小学校の通学区域の変更に伴い、練馬中学

校、光が丘第一中学校、光が丘第二中学校、光が丘第三中学校および光が丘第四中学校の通学

区域の一部も合わせて変更します〔小学校の統合新校の位置および新通学区域は資料 14、中

学校の新通学区域は資料 15 を参照〕。  

 

 ５ 特別支援学級 

光が丘第一小学校の特別支援学級（情緒障害等学級）については、現光が丘第一小学校の位

置に設置する統合新校に設置（継続）します。また、光が丘第三小学校の特別支援学級（知的

障害学級）については、現光が丘第四小学校の位置に設置する統合新校に設置（移設）します。 

特別支援学級の移設等にあたっては、できるだけ児童への負担がないように、十分な配慮を

行っていきます。 
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第４章 学校別実施計画 
 

 １ 光が丘第一小学校と光が丘第二小学校の統合 

光が丘第一小学校と光が丘第二小学校を統合し、新たな小学校（統合新校）を設置すること

により適正規模を確保します。 

 

（１） 児童数および学級数の推移 

① 光が丘第一小学校 

光が丘第一小学校の開校時（昭和 58 年度）の児童数および学級数（通常学級のみ）は

597 人、18 学級でした。その後、昭和 61 年度の 901 人、25 学級をピークに減少に転

じ、平成 19 年度は 356 人、12 学級とピーク時の 39.5％（人数比）になっています。

また、都教育人口推計によると、平成 24 年度の児童数および学級数は 399 人、13 学級

となる見込みです。なお、平成 10 年度から通級指導学級の特別支援学級（情緒障害等学

級）を設置しており、平成 19 年度は 38 人、４学級となっています。 
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② 光が丘第二小学校 

光が丘第二小学校の開校時（昭和 62 年度）の児童数および学級数は 199 人、８学級で

した。その後、平成７年度の 461 人、14 学級をピークに減少に転じ、平成 19 年度は

229 人、８学級とピーク時の 49.7％（人数比）になっています。また、都教育人口推計

によると、平成 24 年度の児童数および学級数は 197 人、６学級となる見込みです。 
 

 

【光が丘第一小学校の児童数および学級数の推移（開校から平成 24 年度まで）】 

※ 平成 19 年度までは、５月 1 日現在の数値 

※ 平成 20 年度以降は、都教育人口推計による数値 

※ 通常学級のみ 
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【光が丘第二小学校の児童数および学級数の推移（開校から平成 24 年度まで）】 

※ 平成 19 年度までは、５月１日現在の数値 

※ 平成 20 年度以降は、都教育人口推計による数値 

（２）適正規模の確保の方法 

光が丘第二小学校の適正規模を確保するため、初めに同校の通学区域の変更を検討しまし

た。 

光が丘第二小学校に隣接する小学校は、光が丘第一小学校、光が丘第三小学校、光が丘第

四小学校、光が丘第六小学校、豊渓小学校です。このうち、光が丘第三小学校または光が丘

第四小学校との調整は、過小規模校のため困難です。また、光が丘第一小学校、光が丘第六

小学校、豊渓小学校との調整は、どちらかが過小規模校となってしまいます。 

以上から、光が丘第二小学校の適正規模を通学区域の変更によって確保することは難しい

状況です。そのため、住区ごとに１中学校２小学校を配置した光が丘団地の開発の経緯を踏

まえ、光が丘第二小学校と最も近い距離に位置する光が丘第一小学校との統合により、光が

丘第二小学校の適正規模を確保します。 

 

（３）統合の時期 

平成 22 年３月末に光が丘第一小学校および光が丘第二小学校を廃止し、同年４月に新た

な小学校（統合新校）を設置します。 

 

（４）統合新校の位置 

光が丘第一小学校は、光が丘第二小学校と比べて敷地・校舎・運動場の面積および教室数

が上回っています〔資料編の資料７を参照〕。また、光が丘第一小学校は、２校の通学区域

のほぼ中央に位置しています。そのため、統合新校は現光が丘第一小学校の位置に設置しま

す。 
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（５）特別支援学級 

現在、光が丘第一小学校に設置している特別支援学級（情緒障害等学級）については、継

続して統合新校に設置します。 

 

（６）統合新校の通学区域 

統合新校の通学区域は、原則として、現光が丘第一小学校と現光が丘第二小学校の両校の

通学区域を合わせた区域です。ただし、統合新校までの通学距離および今後の児童数の見込

みを考慮し、光が丘第二小学校の通学区域の一部を光が丘第三小学校と光が丘第四小学校の

統合新校の通学区域に変更します。変更箇所は以下のとおりとし、平成 22 年４月以降、新

たに入学する児童から適用します〔新通学区域は資料編の資料 14 を参照〕。 
 
 

・光が丘第二小学校の通学区域のうち「光が丘３丁目９番２号・３号」 

 ⇒ 光が丘第三小学校と光が丘第四小学校の統合新校の通学区域へ 

 

また、今回の統合に合わせて、光が丘第一中学校の通学区域のうち「光が丘３丁目９番２

号・３号」を光が丘第二中学校の通学区域へ変更し、平成 22 年４月以降、新たに入学する

生徒から適用します〔新通学区域は資料編の資料 15 を参照〕。 

 

（７）統合新校の規模 

平成 22 年４月の統合新校の設置時における通常学級の児童数および学級数は 597 人、

18 学級と推計しています。また、統合新校の特別支援学級（情緒障害等学級）については

38 人、４学級と推計しています。 
 

光が丘第一小から（A） 光が丘第二小から（B）
通学区域の

変更（Ｃ）

統合新校 

（A）＋（B）＋（Ｃ）区 分 

児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 児童数 学級数 

１ 年 53 2 28 1 △ 4 77 2 

２ 年 62 2 27 1 0 89 3 

３ 年 63 2 34 1 0 97 3 

４ 年 82 3 39 1 0 121 4 

５ 年 70 2 42 2 0 112 3 

６ 年 50 2 51 2 0 101 3 

合 計 380  13 221  8 △ 4 597 18 

※（Ａ）および（Ｂ）は、都教育人口推計による数値 

※（Ｃ）は、練馬区教育委員会が算出した数値 
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 ２ 光が丘第三小学校と光が丘第四小学校の統合 

光が丘第三小学校と光が丘第四小学校を統合し、新たな小学校（統合新校）を設置すること

により適正規模を確保します。 

 

（１） 児童数および学級数の推移 

① 光が丘第三小学校 

光が丘第三小学校の開校時（昭和 60 年度）の児童数および学級数（通常学級のみ）は

199 人、７学級でした。その後、平成６年度の 547 人、17 学級をピークに減少に転じ、

平成 19 年度は 259 人、10 学級とピーク時の 47.3％（人数比）になっています。また、

都教育人口推計によると、平成 24 年度の児童数および学級数は 262 人、10 学級となる

見込みです。なお、開校時から特別支援学級（知的障害学級）を設置しており、平成 19

年度は 23 人、３学級となっています。 
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② 光が丘第四小学校 

光が丘第四小学校の開校時（昭和 59 年度）の児童数および学級数は 216 人、６学級で

した。その後、児童数については平成４年度および平成５年度の 628 人、学級数について

は平成３年度の 19 学級をピークに減少に転じ、平成 19 年度は 201 人、７学級とピーク

時の 32.0％（人数比）になっています。また、都教育人口推計によると、平成 24 年度の

児童数および学級数は 234 人、８学級となる見込みです。 
 
 
 

【光が丘第三小学校の児童数および学級数の推移（開校から平成 24 年度まで）】 

※ 平成 19 年度までは、５月１日現在の数値 

※ 平成 20 年度以降は、都教育人口推計による数値 

※ 通常学級のみ 
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【光が丘第四小学校の児童数および学級数の推移（開校から平成 24 年度まで）】 

※ 平成 19 年度までは、５月１日現在の数値 

※ 平成 20 年度以降は、都教育人口推計による数値 

（２）適正規模の確保の方法 

光が丘第四小学校の適正規模を確保するため、初めに同校の通学区域の変更を検討しまし

た。 

光が丘第四小学校に隣接する小学校は、光が丘第二小学校、光が丘第三小学校、光が丘第

五小学校、高松小学校です。このうち、光が丘第二小学校、光が丘第三小学校または光が丘

第五小学校との調整は、いずれも過小規模校のため困難です。また、高松小学校との調整は、

高松小学校のすぐ近くまで通学区域を変更する必要があり、通学区域の設定として望ましく

ありません。 

以上から、光が丘第四小学校の適正規模を通学区域の変更によって確保することは難しい

状況です。そのため、住区ごとに１中学校２小学校を配置した光が丘団地の開発の経緯を踏

まえ、光が丘第四小学校と最も近い距離に位置し、同じく過小規模校でもある光が丘第三小

学校との統合により、両校の適正規模を確保します。 

 

（３）統合の時期 

平成 22 年３月末に光が丘第三小学校および光が丘第四小学校を廃止し、同年４月に新た

な小学校（統合新校）を設置します。 

 

（４）統合新校の位置 

光が丘第四小学校は、光が丘第三小学校と比べて校舎の面積および教室数が上回っていま

す〔資料編の資料７を参照〕。また、光が丘第四小学校は、２校の通学区域のほぼ中央に位置

しています。そのため、統合新校は現光が丘第四小学校の位置に設置します。 
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（５）特別支援学級 

現在、光が丘第三小学校に設置している特別支援学級（知的障害学級）については、現光

が丘第四小学校の位置に設置する統合新校に設置します。 

 

（６）統合新校の通学区域 

統合新校の通学区域は、原則として、現光が丘第三小学校と現光が丘第四小学校の両校の

通学区域を合わせた区域です。ただし、統合新校までの通学距離および今後の児童数の見込

みを考慮し、光が丘第二小学校の通学区域の一部を光が丘第三小学校と光が丘第四小学校の

統合新校の通学区域に変更します。変更箇所は以下のとおりとし、平成 22 年４月以降、新

たに入学する児童から適用します〔新通学区域は資料編の資料 14 を参照〕。 

 

 ・光が丘第二小学校の通学区域のうち「光が丘３丁目９番２号・３号」 

    ⇒ 光が丘第三小学校と光が丘第四小学校の統合新校の通学区域へ 

 

 

また、今回の統合に合わせて、光が丘第一中学校の通学区域のうち「光が丘３丁目９番２

号・３号」を光が丘第二中学校の通学区域へ変更し、平成 22 年４月以降、新たに入学する

生徒から適用します〔新通学区域は資料編の資料 15 を参照〕。 

 

（７）統合新校の規模 

平成 22 年４月の統合新校の設置時における児童数および学級数は 518 人、20 学級（通

常学級 495 人、17 学級、特別支援学級 23 人、３学級）と推計しています。 
 

光が丘第三小から（A） 光が丘第四小から（B）
通学区域の

変更（Ｃ）

統合新校 

（A）＋（B）＋（Ｃ）区 分 

児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 児童数 学級数 

１ 年 30  1 47  2 4 81  3

２ 年 47 2 40 1  0 87 3 

３ 年 53 2 37 1  0 90 3 

４ 年 57 2 37 1  0 94 3 

５ 年 32 1 23 1  0 55 2 

６ 年 48 2 40 1  0 88 3 

計 267 10 224 7 4 495 17 

特別支援
学 級 

23 3 0 0 0 23 3 

合 計 290 13 224 7 4 518 20 

 

 

 

※（Ａ）および（Ｂ）は、都教育人口推計による数値 

※（Ｃ）および（Ｄ）は、練馬区教育委員会が算出した数値 
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 ３ 光が丘第五小学校と光が丘第六小学校の統合 

光が丘第五小学校と光が丘第六小学校を統合し、新たな小学校（統合新校）を設置すること

により適正規模を確保します。 

 

（１） 児童数および学級数の推移 

  ① 光が丘第五小学校 

光が丘第五小学校の開校時（昭和 61 年度）の児童数および学級数は 205 人、７学級

でした。その後、平成５年度の 496 人、15 学級をピークに減少に転じ、平成 19 年度は

131 人、６学級とピーク時の 26.4％（人数比）になっています。また、都教育人口推計

によると、平成 24 年度の児童数および学級数は 175 人、７学級となる見込みです。 
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【光が丘第五小学校の児童数および学級数の推移（開校から平成 24 年度まで）】 

※ 平成 19 年度までは、５月１日現在の数値 

※ 平成 20 年度以降は、都教育人口推計による数値 
 

 

  ② 光が丘第六小学校 

光が丘第六小学校の開校時（平成２年度）の児童数および学級数は 390 人、12 学級で

した。その後、平成５年度の 623 人、18 学級をピークに減少に転じ、平成 19 年度は

445 人、13 学級とピーク時の 71.4％（人数比）になっています。また、都教育人口推

計によると、平成 24 年度の児童数および学級数は 399 人、13 学級となる見込みです。 
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【光が丘第六小学校の児童数および学級数の推移（開校から平成 24 年度まで）】 
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※ 平成 19 年度までは、５月１日現在の数値 

※ 平成 20 年度以降は、都教育人口推計による数値 

 

（２）適正規模の確保の方法 

光が丘第五小学校の適正規模を確保するため、初めに同校の通学区域の変更を検討しまし

た。 

光が丘第五小学校に隣接する小学校は、練馬小学校、高松小学校、光が丘第四小学校、光

が丘第六小学校です。このうち、練馬小学校および高松小学校との調整は、両校のすぐ近く

まで通学区域を変更する必要があり、通学区域の設定として望ましくありません。 

また、光が丘第四小学校との調整は、過小規模校のため困難です。さらに、光が丘第六小

学校との調整は、どちらかが過小規模校になってしまいます。 

以上から、光が丘第五小学校の適正規模を通学区域の変更によって確保することは難しい

状況です。そのため、住区ごとに１中学校２小学校を配置した光が丘団地の開発の経緯を踏

まえ、光が丘第五小学校と最も近い距離に位置する光が丘第六小学校との統合により、適正

規模を確保します。 

 

（３）統合の時期 

平成 22 年３月末に光が丘第五小学校および光が丘第六小学校を廃止し、同年４月に新た

な小学校（統合新校）を設置します。 

 

（４）統合新校の位置 

光が丘第六小学校は、光が丘第五小学校と比べて校舎の面積、教室数および運動場の面積

が上回っています〔資料編の資料７を参照〕。また、光が丘第六小学校は、２校の通学区域

のほぼ中央に位置しています。そのため、統合新校は現光が丘第六小学校の位置に設置しま
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す。 

 

（５）統合新校の通学区域 

統合新校の通学区域は、原則として、現光が丘第五小学校と現光が丘第六小学校の両校の

通学区域を合わせた区域です。ただし、統合新校までの通学距離および通学区域外の就学の

状況を考慮し、練馬小学校および光が丘第七小学校の通学区域の一部を光が丘第五小学校と

光が丘第六小学校の統合新校の通学区域に変更します。変更箇所は以下のとおりとし、平成

22 年４月以降、新たに入学する児童から適用します〔新通学区域は資料編の資料 14 を参

照〕。 

 

・練馬小学校の通学区域のうち「田柄５丁目４～７番」 

・光が丘第七小学校の通学区域のうち「田柄５丁目 10～17 番」 

⇒ 光が丘第五小学校と光が丘第六小学校の統合新校の通学区域へ 

 

また、都営光が丘第三アパートにおける通学区域の変遷や通学路の安全上の観点から、現

在、光が丘第六小学校の通学区域である都営光が丘第三アパート１・２号棟（光が丘２丁目

８番１号・２号）を、光が丘第七小学校と田柄第三小学校の統合新校の通学区域に変更し、

平成 22 年４月以降、新たに入学する児童から適用します〔新通学区域は資料編の資料 14

を参照〕。 

 

・光が丘第六小学校の通学区域のうち「光が丘２丁目８番１号・２号」 

⇒ 光が丘第七小学校と田柄第三小学校の統合新校の通学区域へ 
 

 

今回の統合に合わせて、練馬中学校の通学区域のうち「田柄５丁目４～７番」を、また、

光が丘第四中学校の通学区域のうち「田柄５丁目 10～17 番」を、それぞれ光が丘第三中学

校の通学区域へ変更します。また、光が丘第三中学校の通学区域のうち「光が丘２丁目８番

１号・２号」を光が丘第四中学校の通学区域へ変更します。いずれも、平成 22 年４月以降、

新たに入学する生徒から適用します〔新通学区域は資料編の資料 15 を参照〕。 
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（６）統合新校の規模 

平成 22 年４月の統合新校の設置時における児童数および学級数は 584 人、18 学級と推

計しています。 
 

光が丘第五小から（A） 光が丘第六小から（B）
通学区域の

変更（Ｃ）

統合新校 

（A）＋（B）＋（Ｃ）区 分 

児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 児童数 学級数 

１ 年 26 1 81 3 6 113 3 

２ 年 23 1 80 2 0 103 3 

３ 年 21 1 62 2 0 83 3 

４ 年 31 1 61 2 0 92 3 

５ 年 24 1 75 2 0 99 3 

６ 年 19 1 75 2 0 94 3 

合 計 144  6 434  13 6 584 18 
 

 

 

※（Ａ）および（Ｂ）は、都教育人口推計による数値 

※（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）は、練馬区教育委員会が算出した数値 
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 ４ 光が丘第七小学校と田柄第三小学校の統合 

光が丘第七小学校と田柄第三小学校を統合し、新たな小学校（統合新校）を設置することに

より適正規模を確保します。 

 

（１） 児童数および学級数の推移 

  ① 光が丘第七小学校 

光が丘第七小学校の開校時（昭和 60 年度）の児童数および学級数は 89 人、６学級で

した。その後、昭和 63 年度の 722 人、21 学級をピークに減少に転じ、平成 19 年度は

172 人、７学級とピーク時の 23.8％（人数比）になっています。また、都教育人口推計

によると、平成 24 年度の児童数および学級数は 108 人、６学級（すべての学年が１学

級）となる見込みです。 
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【光が丘第七小学校の児童数および学級数の推移（開校から平成 24 年度まで）】 
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※ 平成 19 年度までは、５月１日現在の数値 

※ 平成 20 年度以降は、都教育人口推計による数値 

  ② 田柄第三小学校 

田柄第三小学校の開校時（昭和 52 年度）の児童数および学級数は 662 人、18 学級で

した。その後、昭和 58 年度の 1,023 人、27 学級をピークに減少に転じ、平成 19 年度

は 331 人、12 学級とピーク時の 32.4％（人数比）になっています。また、都教育人口

推計によると、平成 24 年度の児童数および学級数は 266 人、９学級となる見込みです。 

 
 
 
 
 
 
 



 
【田柄第三小学校の児童数および学級数の推移（開校から平成 24 年度まで）】 
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※ 平成 19 年度までは、５月１日現在の数値 

※ 平成 20 年度以降は、都教育人口推計による数値 

 

（２）適正規模の確保の方法 

光が丘第七小学校の適正規模を確保するため、初めに同校の通学区域の変更を検討しまし

た。 

光が丘第七小学校に隣接する小学校は、練馬小学校、田柄第三小学校、光が丘第六小学校

です。このうち、練馬小学校との調整は、練馬小学校のすぐ近くまで通学区域を変更する必

要があり、通学区域の設定として望ましくありません。また、光が丘第六小学校との調整は、

どちらかが過小規模校になってしまいます。 

以上から、光が丘第七小学校の適正規模を通学区域の変更によって確保することは難しい

状況です。そのため、住区ごとに１中学校２小学校を配置した光が丘団地の開発の経緯を踏

まえ、光が丘第七小学校と最も近い距離に位置し、同じく過小規模校でもある田柄第三小学

校との統合により、両校の適正規模を確保します。 

 

（３）統合の時期 

平成 22 年３月末に光が丘第七小学校および田柄第三小学校を廃止し、同年４月に新たな

小学校（統合新校）を設置します。 

 

（４）統合新校の位置 

田柄第三小学校は、光が丘第七小学校と比べて校舎の面積および教室数が上回っています

〔資料編の資料７を参照〕。また、田柄第三小学校は、２校の通学区域のほぼ中央に位置し

ています。そのため、統合新校は現田柄第三小学校の位置に設置します。 
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（５）統合新校の通学区域 

統合新校の通学区域は、原則として、現光が丘第七小学校と現田柄第三小学校の両校の通

学区域を合わせた区域です。ただし、統合新校までの通学距離および通学区域外の就学の状

況を考慮し、光が丘第七小学校の通学区域の一部を光が丘第五小学校と光が丘第六小学校の

統合新校の通学区域に変更します。変更箇所は以下のとおりとし、平成 22 年４月以降、新

たに入学する児童から適用します〔新通学区域は資料編の資料 14 を参照〕。 

 

 ・光が丘第七小学校の通学区域のうち「田柄５丁目 10～17 番」 

⇒ 光が丘第五小学校と光が丘第六小学校の統合新校の通学区域へ 

 

また、都営光が丘第三アパートにおける通学区域の変遷や通学路の安全上の観点から、現

在、光が丘第六小学校の通学区域である都営光が丘第三アパート１・２号棟（光が丘２丁目

８番１号・２号）を、光が丘第七小学校と田柄第三小学校の統合新校の通学区域に変更し、

平成 22 年４月以降、新たに入学する児童から適用します〔新通学区域は資料編の資料 14

を参照〕。 

 

・光が丘第六小学校の通学区域のうち「光が丘２丁目８番１号・２号」 

⇒光が丘第七小学校と田柄第三小学校の統合新校の通学区域へ 
 

 

今回の統合に合わせて、光が丘第四中学校の通学区域のうち「田柄５丁目 10～17 番」を

光が丘第三中学校の通学区域へ変更し、光が丘第三中学校の通学区域のうち「光が丘２丁目

８番１号・２号」を光が丘第四中学校の通学区域へ変更します。いずれも、平成 22 年４月

以降、新たに入学する生徒から適用します〔新通学区域は資料編の資料 15 を参照〕。 
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（６）統合新校の規模 

平成 22 年４月の統合新校の設置時における児童数および学級数は 432 人、13 学級と推

計しています。 
 

光が丘第七小から（A） 田柄第三小から（B）
通学区域の

変更（Ｃ）

統合新校 

（A）＋（B）＋（Ｃ）区 分 

児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 児童数 学級数 

１ 年 22  1 42  2  △ 3 61  2

２ 年 16 1 59 2  0 75 2 

３ 年 21 1 34 1  0 55 2 

４ 年 18 1 51 2  0 69 2 

５ 年 30 1 65 2  0 95 3 

６ 年 23 1 54 2  0 77 2 

合 計 130 6 305 11  △ 3 432 13 

 

 

※（Ａ）および（Ｂ）は、都教育人口推計による数値 

※（Ｃ）は、練馬区教育委員会が算出した数値 
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第５章 第一次実施計画を進めるにあたっての具体的な取り組み 

 １ 統合を円滑に進めるための取り組み 

統合を円滑に進めるため、統合まで２年間の準備期間を設けます。この間、統合新校の開校

の準備については、保護者や地域の方々などの協力を得て、以下の取り組みを進めていきます。

合わせて、児童がより良い学校生活を過ごせるように、最大限の努力をしていきます。 

 

（１） （仮称）統合準備会の設置 

平成 20 年度、統合の組み合わせごとに、校長、学校評議員、保護者の代表、町会・自治

会代表、青少年委員などで構成する（仮称）統合準備会を設置します。（仮称）統合準備会

では、統合新校の校名・校歌・校章、交流活動、通学路の安全確保、学校指定用品、歴史の

保存、校舎の改修などについて協議を行います。統合新校の校名については、基本方針に基

づき、原則として新しい名称とします。また、統合対象校それぞれの特色を統合新校へ引き

継ぐため、（仮称）統合準備会や教職員間で十分話し合いを行い、統合新校の教育方針など

を決めていきます。 

統合準備の進捗
しんちょく

状況や（仮称）統合準備会の協議内容については、（仮称）統合準備会だ

よりや教育委員会ホームページなどにより、適宜、保護者や地域の方々へ情報提供をしてい

きます。 

 

（２） 交流活動の実施 

統合に伴う児童の不安や動揺をできる限り軽減するため、平成 20 年４月以降、統合対象

校合同で交流活動（例：運動会、移動教室、遠足、社会科見学、学芸会、展覧会、セーフテ

ィー教室、給食など）を実施し、児童の交流を深めます。また、心のふれあい相談員による

相談時間を拡充し、統合新校での学習や学校生活が楽しく安定したものになるように努めま

す。さらに、学校公開日の相互参観や合同校内研修会の実施などにより、保護者や教職員の

交流も進め、統合新校の教育活動が充実するように努めます。 

 

（３） 教職員配置と学級編制 

統合に伴う児童の不安を軽減するとともに、統合対象校それぞれの特色を統合新校へ引き

継ぐため、統合新校の教職員配置に配慮が必要です。そのため、統合新校には統合対象校そ

れぞれの校長や教職員を適切に配置します。 

統合までの２年間、統合新校の位置とならない小学校の新１年生が少なくなったとしても、

学級は編制します。その場合には、児童の教育に支障が生じないように創意工夫していきま

す。また、統合新校の学級の編制にあたっては、統合対象校の児童数の割合を考慮した構成

とするなど、人との関
かか

わりについて配慮します。 
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（４） 特別支援学級の移設 

特別支援学級（光が丘第三小学校の知的障害学級）の移設にあたっては、できるだけ児童

への負担がないように、指導方法の継続、施設の整備、教員や指導補佐員の配置などについ

て十分な配慮を行います。また、移設先の光が丘第四小学校には、現在、特別支援学級が設

置されていないため、光が丘第四小学校の児童や保護者に、特別支援学級に対する理解を深

めていただく必要があります。そこで、光が丘第三小学校の特別支援学級の児童への負担に

配慮しながら、学校行事や授業参観などについて、両校の児童の交流活動を実施します。ま

た、光が丘第四小学校の保護者や教職員を対象に、特別支援教育に関する講演会などを実施

します。 

 

（５） 通学路の安全確保 

統合新校の通学路の安全確保については、（仮称）統合準備会の中で協議していきます。

また、各学校での安全指導を徹底するとともに、通学路の安全点検を実施し、必要に応じて

警察署や道路管理者などへ働きかけを行います。 

 

（６） 就学指定校の変更 

児童は、通学区域内の学校（就学指定校）に通うことを原則としており、統合までの間、

統合対象校に入学予定の新１年生についても同様です。ただし、統合新校の位置となる小学

校への入学を希望する場合は、就学指定校の変更を認める配慮をしていきます。 

在校生については、既に学校の中で人間関係が築かれていることから、統合前に、統合新

校の位置となる小学校へ個々に移ることは好ましくありません。統合までの２年間、統合対

象校間で十分な交流活動を実施した後、現在の学校の児童と一緒に統合新校に通うことが望

ましいため、在校生による統合を理由とした就学指定校の変更は認めないこととします。 

 

（７） 学校指定用品への配慮 

（仮称）統合準備会において学校指定用品の買い替えについて協議を行い、その中で買い

替えの必要があると判断した品目（例：校帽）については、その費用を区が負担します。ま

た、今後、保護者が購入する学校指定用品（絵の具セット、鍵盤ハーモニカなど）について

は、平成 20 年度から統合対象校同士が同一の規格になるように配慮します。 

 

 
 

２ 教育内容の充実と教育環境の整備 

統合を契機として、より一層、学校教育の充実を図るとともに、新たな気持ちで学校生活の

スタートが切れるように教育環境を整備します。 
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（１） 指導の充実 

現在、各小・中学校においては、少人数指導やティームティーチングなどを行うための教

員や学力向上支援講師を配置し、児童生徒一人一人の個性や学習状況に応じたきめ細かな指

導を行っています。 

統合新校においては、東京都の「新しい学校づくり重点支援事業」を活用し、原則として

１校あたり、平成 22 年度（統合時）に２名、23 年度と 24 年度に１名、正規の教員を増

員配置します。また、練馬区としても、統合から３年間、学力向上支援講師（非常勤）の増

員配置を行い、指導の充実に努めます。 

また、統合までの２年間、統合新校の位置とならない小学校の新１年生が減少する可能性

は否定できませんが、仮にそうなった場合でも教育の質を低下させてはなりません。そのた

め、異学年との合同授業や縦割り活動、統合対象校との交流活動などの充実に努め、統合ま

での間、学校教育に支障がないように創意工夫していきます。 

 

（２） 小中連携による教育活動の推進 

教育委員会では、小学校から中学校への段差を低くし、小学生がより意欲をもって中学校

に進学できるように、出前授業や部活動体験など、様々な小中連携の取り組みを進めていま

す。統合新校においては、小学校と中学校が近接している光が丘地区の特性を生かして、小

中連携教育の一層の充実に努めます。 

また、現在、練馬区新長期計画に基づき、小中一貫教育校の設置に向けた検討を行ってい

ます。なお、小中一貫教育校は、９年間を見通したカリキュラムに基づき、計画的・継続的

に学習指導や生活指導を行う学校です。 

 

（３） 給食調理方式の改善 

統合新校の給食の調理方式については、従来から進めてきた自校調理化計画に基づき、統

合までに、親子調理方式を含めた自校調理方式に改善します。現在、親子調理校については、

「親」の学校に配置した栄養士がアレルギー対応を含めた「子」の学校の業務を行っていま

すが、今後、食育に関する指導などを充実するため、新たに「子」の学校に非常勤栄養士を

配置し、よりきめ細かい対応を図ります。 

 

（４） 校舎の整備 

統合新校となる４つの小学校の校舎については、いずれも建設後 20 年から 30 年が経過

しています。そこで、統合を契機に、通常 30 年目に行う大規模改修工事を行います。工事

の内容としては、内装改修や屋上防水、外壁改修などを予定していますが、（仮称）統合準備

会や保護者・児童の意見・要望をお聞きしながら進めていきます。また、改修工事を進める

にあたっては、教育環境に支障のないよう配慮します。 



 
３ 跡施設の活用 
跡施設（統合により学校として使用されなくなった敷地や建物）の活用については、区全体

の重要な課題です。光が丘地区の小学校は、建設から 30 年前後が経過した建物であり、適切

な改修等を行うことによって長期にわたり活用が可能です。また、避難拠点や校庭開放など、

学校教育以外の目的にも使われています。さらに、光が丘地区には都市計画法や建築基準法に

かかる特有の規制があります。 

区では、跡施設の活用にあたり、上記の点に留意するとともに、今後、学識経験者や区民を

交えた検討会議の設置や区民意見反映制度などを通じて、区民の意見をお聞きした上で、具体

的な活用策を定めていきます。 

 24



 
 

資 料 編 
 

 
 

（資料１） 児童生徒数の推移と今後の見込み（昭和50年度～平成38年度） 

（資料２） 学校規模の格差（平成19年度） 

（資料３） 1校あたり平均児童生徒数の推移（昭和50年度～平成19年度） 

（資料４） 1校あたり平均学級数の推移（昭和50年度～平成19年度） 

（資料５） 学級規模の状況（平成24年度推計） 

（資料６） １学級あたりの児童生徒数の状況（平成19年度） 

（資料７） 対象校の施設概要 

（資料８） 区立小学校の児童数および学級数（平成19年度） 

（資料９） 区立中学校の生徒数および学級数（平成19年度） 

（資料 10） 区立小学校の児童数および学級数（平成19年度～平成24年度） 

（資料 11） 区立中学校の生徒数および学級数（平成19年度～平成24年度） 

（資料 12） 光が丘地区の小・中学校の児童生徒数の推移と今後の見込み 

（平成2年度～平成24年度） 

（資料 13） 光が丘地区とそれ以外の地区における小学校の児童数の伸び率比較 

（平成2年度～平成24年度） 

（資料 14） 統合新校の位置および新通学区域（小学校） 

（資料 15） 新通学区域（中学校） 



 （資料１、資料２）

（資料１） 児童生徒数の推移と今後の見込み（昭和 50年度～平成 38年度） 
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H19年 13,744人

H38年 23,963人

H38年 11,098人

 

※ 昭和５０年度～平成１９年度は、各年５月１日現在の数値 

※ 平成２０年度～２４年度は、平成１９年度東京都教育人口推計による推計値 

※ 平成２５年度～３８年度は、練馬区が算出した推計値 

 

 

（資料２） 学校規模の格差（平成 1９年度） 
 

 

 

 

 

 
 

※ 平成１９年５月１日現在の数値 

※ 児童生徒数および学級数は、通常学級のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 数 学 級 数 
区  分 

最小校 最大校 格 差 最小校 最大校 格 差 

小 学 校 １３１人 ９０１人 ６．９倍 ６学級 ２５学級 ４．２倍 

中 学 校 １８０人 ７０７人 ３．９倍 ６学級 １９学級 ３．２倍 



 （資料３）

（資料３） １校あたり平均児童生徒数の推移（昭和 50年度～平成 19年度） 
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※ 各年５月１日現在の数値 

 

 

 

 

S50 996人 

H19 496 人 

S52 841人 

H19 404 人 



 （資料４）

（資料４） １校あたり平均学級数の推移（昭和 50年度～平成 19年度） 
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S50 25.5学級

H19 15.1 学級 

S52 20.1学級

H19 11.4 学級 



 （資料５）

（資料５） 学級規模の状況（平成 2４年度推計） 
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※ 学級数は、平成１9年度東京都教育人口推計に 

基づく推計値 

※ 学級数および児童生徒数は、通常学級のみ 

 

過小規模 

適正規模 

許容範囲

過大規模

過小規模
適正規模 

過大規模

・光が丘第七小（ 6 学級、108 人）
・光が丘第二小 ( 6 学級、197 人）
・光が丘第八小 ( 6 学級、209 人）
・光が丘第五小 ( 7 学級、175 人）
・旭丘小   （ 7 学級、207 人）
・光が丘第四小（ 8 学級、234 人）
・田柄第三小 （ 9 学級、266 人）
・光が丘第三小（10 学級、262 人）
・春日小   （10 学級、284 人）
・豊玉第二小 （11 学級、274 人）
・南田中小  （11 学級、283 人）
・石神井西小 （11 学級、294 人）
・南が丘小  （11 学級、296 人）
・中村西小 （11 学級、310 人） 

過小規模校（1４校）

過大規模校（１校） 

・中村小    （26 学級、935 人） 

過小規模校（1６校）

・旭丘中     （ 6 学級、161 人）
・豊渓中   （ 6 学級、161 人）
・大泉学園桜中（ 6 学級、169 人）
・光が丘第四中（ 6 学級、181 人）
・南が丘中    （ 6 学級、196 人）
・豊玉第二中 （ 6 学級、197 人）
・谷原中   （ 6 学級、230 人）
・八坂中   （ 9 学級、284 人）
・豊玉中   （ 9 学級、288 人）
・光が丘第一中（ 9 学級、302 人）
・石神井南中 （ 9 学級、306 人）
・練馬中   （ 9 学級、342 人）
・開進第三中 （10 学級、343 人）
・北町中   （10 学級、347 人）
・光が丘第二中（10 学級、356 人）
・光が丘第三中（10 学級、357 人） 

〔小学校〕 

〔中学校〕 

過大規模校（１校） 

・大泉第二中  （19 学級、713 人） 



 （資料６）

（資料６） １学級あたりの児童生徒数の状況（平成 1９年度） 

 

〔小学校〕 

28.1%
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1.3%
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〔中学校〕 
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42.3%
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21～25人

26～30人

 

 

※ 平成１９年５月１日現在の児童生徒数および学級数に基づいて算出 

※ 通常学級のみ 

  学級数 割 合 

20 人以下 13 1.3%

21～25 人 68 6.5%

26～30 人 223 21.3%

31～35 人 444 42.5%

36～40 人 294 28.1%

41 人以上 3 0.3%

計 1,045 100.0%

  学級数 割 合 

21～25 人 2 0.5%

26～30 人 31 8.0%

31～35 人 164 42.3%

36～40 人 191 49.2%

計 388 100.0%

平均 ３５．１人 

平均 ３２．５人 

20 人以下



 

（
資
料
７
）

（資料７） 対象校の施設概要 

 

校  舎 

校  名 開校年月日 敷地面積 
面 積 構  造 階 数

開 校 時 の 

普通教室数 

体育館の 

面積 

運動場の 

面積 

光が丘第一小学校 昭和 58年 4月 1日 14,110㎡ 5,337㎡
鉄 筋 

コンクリート造
4階

24 

（4学級×6学年）
  728㎡ 8,825㎡ 

光が丘第二小学校 昭和 62年 4月 1日 12,001㎡ 4,604㎡ 〃 4階 18 

（3学級×6学年）
1,044㎡ 7,515㎡ 

光が丘第三小学校 昭和 60年 4月 1日 12,001㎡ 4,432㎡ 〃 3階 18 

（3学級×6学年）
  729㎡ 6,125㎡ 

光が丘第四小学校 昭和 59年 4月 1日 12,001㎡ 5,239㎡ 〃 4階 24 

（4学級×6学年）
  726㎡ 6,245㎡ 

光が丘第五小学校 昭和 61年 4月 1日 12,001㎡ 4,579㎡ 〃 3階 18 

（3学級×6学年）
  671㎡ 5,530㎡ 

光が丘第六小学校 平成 2 年 4 月 1 日 12,001㎡ 6,159㎡ 〃 4階 24 

（4学級×6学年）
1,102㎡ 6,130㎡ 

光が丘第七小学校 昭和 60年 4月 1日 12,001㎡ 4,244㎡ 〃 3階 18 

（3学級×6学年）
  725㎡ 6,610㎡ 

田柄第三小学校 昭和 52年 4月 1日 12,000㎡ 4,814㎡ 〃 3階 24 

（4学級×6学年）
  671㎡ 6,426㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （資料８）

（資料８） 区立小学校の児童数および学級数（平成19年度） 

  1  年   2  年   3  年   4  年   5  年   6  年  合  計  特別支援学級  
  

  
   児童  学級  児童  学級  児童  学級  児童  学級  児童  学級  児童  学級  児童数  学級数   児童数 学級数 障害種別

1 旭 丘 42 2 32 1 36 1 33 1 36 1 35 1 214 7 13(29)(16) 2/3/1 知・情・聴 

2 小 竹 40 1 41 2 53 2 43 2 51 2 46 2 274 11    

3 豊 玉 80 2 98 3 87 3 79 2 83 3 69 2 496 15    

4 豊 玉 第 二 44 2 33 1 37 1 41 2 51 2 36 1 242 9 30 4 知的障害 

5 豊 玉 東 63 2 61 2 53 2 61 2 59 2 55 2 352 12    

6 豊 玉 南 73 2 78 3 69 2 65 2 67 2 68 2 420 13    

7 中 村 143 4 151 4 162 5 152 4 137 4 131 4 876 25    

8 中 村 西 45 2 68 2 39 1 68 2 49 2 59 2 328 11 (6) 1 弱視 

9 早 宮 99 3 101 3 100 3 68 2 102 3 88 3 558 17    

10 開 進 第 一 137 4 142 4 145 4 170 5 138 4 134 4 866 25    

11 開 進 第 二 58 2 55 2 52 2 56 2 50 2 60 2 331 12    

12 開 進 第 三 116 3 129 4 150 4 129 4 115 3 124 4 763 22    

13 開 進 第 四 107 3 113 3 80 2 93 3 96 3 95 3 584 17    

14 仲 町 109 3 127 4 98 3 99 3 94 3 95 3 622 19    

15 南 町 68 2 49 2 64 2 53 2 62 2 78 2 374 12 (43) 3 言語障害 

16 北 町 97 3 100 3 111 3 106 3 100 3 89 3 603 18    

17 北 町 西 108 3 94 3 78 2 104 3 94 3 82 3 560 17 (30) 2 言語障害 

18 練 馬 91 3 94 3 79 2 90 3 81 3 82 3 517 17    

19 練 馬 第 二 64 2 66 2 60 2 70 2 59 2 75 2 394 12    

20 練 馬 第 三 76 2 68 2 79 2 45 2 62 2 73 2 403 12 33(14) 5/2 知・情 

21 練 馬 東 80 2 106 3 82 3 84 3 93 3 101 3 546 17 13 2 知的障害 

22 田 柄 97 3 100 3 87 3 93 3 99 3 112 3 588 18    

23 田 柄 第 二 137 4 136 4 137 4 133 4 141 4 114 3 798 23    

24 田 柄 第 三 53 2 66 2 54 2 45 2 66 2 47 2 331 12    

25 向 山 83 3 69 2 70 2 79 2 80 2 56 2 437 13    

26 豊 溪 72 2 63 2 58 2 70 2 61 2 77 2 401 12    

27 旭 町 74 2 75 2 75 2 84 3 64 2 78 2 450 13    

28 高 松 122 4 116 3 104 3 100 3 112 3 79 2 633 18    

29 春 日 40 1 47 2 51 2 56 2 47 2 50 2 291 11    

30 光が丘第一 71 2 63 2 47 2 60 2 55 2 60 2 356 12 (38) 4 情緒障害 

31 光が丘第二 34 1 39 1 51 2 26 1 37 1 42 2 229 8    

32 光が丘第三 59 2 34 1 51 2 41 2 31 1 43 2 259 10 23 3 知的障害 

33 光が丘第四 35 1 24 1 46 2 28 1 40 1 28 1 201 7    

34 光が丘第五 28 1 23 1 19 1 17 1 17 1 27 1 131 6    

35 光が丘第六 66 2 77 2 73 2 77 2 96 3 56 2 445 13    

36 光が丘第七 16 1 28 1 21 1 25 1 33 1 49 2 172 7    

37 光が丘第八 39 1 40 2 37 1 48 2 38 1 39 2 241 9 21 3 知的障害 

38 石 神 井 90 3 88 3 87 3 109 3 97 3 98 3 569 18 (22)(52)  2/3 難聴・言語

39 石 神 井 東 52 2 47 2 79 2 72 2 69 2 64 2 383 12 (25) 3 情緒障害 

40 石 神 井 西 53 2 59 2 50 2 54 2 52 2 66 2 334 12 4 1 知的障害 

41 石 神 井 台 96 3 107 3 94 3 77 2 76 2 72 2 522 15    

42 上 石 神 井 118 3 93 3 110 3 113 3 123 4 99 3 656 19    

43 上石神井北 108 3 97 3 107 3 93 3 93 3 109 3 607 18    

44 下 石 神 井 106 3 121 4 125 4 111 3 112 3 108 3 683 20    

45 光 和 149 4 131 4 142 4 144 4 124 4 151 4 841 24    

46 谷 原 68 2 79 2 71 2 86 3 90 3 78 2 472 14    

47 北 原 91 3 84 3 86 3 77 2 87 3 87 3 512 17    

48 立 野 69 2 82 3 53 2 78 2 66 2 75 2 423 13    

49 関 町 122 4 118 3 112 3 120 3 141 4 118 3 731 20 (27) 3 情緒障害 

50 関 町 北 116 3 102 3 146 4 148 4 143 4 143 4 798 22    

51 大 泉 61 2 64 2 93 3 75 2 73 2 84 3 450 14 27(25)(31) 4/3/2 知・情・言 

52 大 泉 第 一 77 2 82 3 74 2 81 3 75 2 52 2 441 14    

53 大 泉 第 二 127 4 152 4 166 5 158 4 158 4 140 4 901 25    

54 大 泉 第 三 94 3 98 3 96 3 87 3 94 3 93 3 562 18    

55 大 泉 第 四 116 3 98 3 124 4 121 4 131 4 111 3 701 21    

56 大 泉 第 六 89 3 83 3 87 3 80 2 77 2 82 3 498 16    

57 大 泉 東 104 3 133 4 134 4 112 3 132 4 125 4 740 22 34 5 知的障害 

58 大 泉 西 70 2 55 2 55 2 62 2 59 2 51 2 352 12    

59 大 泉 南 128 4 138 4 131 4 131 4 117 3 122 3 767 22    

60 大 泉 北 113 3 107 3 95 3 88 3 90 3 96 3 589 18    

61 大 泉 学 園 56 2 65 2 76 2 77 2 72 2 59 2 405 12 27 4 知的障害 

62 大泉学園緑 130 4 105 3 125 4 102 3 112 3 95 3 669 20    

63 大泉学園桜 71 2 73 2 74 2 69 2 70 2 67 2 424 12    

64 泉 新 113 3 103 3 102 3 106 3 97 3 103 3 624 18    

65 橋 戸 71 2 62 2 75 2 58 2 57 2 72 2 395 12    

66 南 田 中 62 2 41 2 56 2 39 1 46 2 38 1 282 10    

67 南 が 丘 52 2 47 2 58 2 45 2 46 2 51 2 299 12    

68 富 士 見 台 104 3 120 3 110 3 99 3 93 3 74 2 600 17    

69 八 坂 67 2 881 3 72 2 67 2 85 3 77 2 456 14    

 合 計 5,709 172 5,728 178 5,760 177 5,630 173 5,653 175 5,492 170 33,972 1,045 225(358) 65   

（平成１９年5月1日現在）

※ (  )内は、通級生で通常学級児童数の内数 



 （資料９）

  （資料９） 区立中学校の生徒数および学級数（平成19年度） 
 

1  年 2  年 3  年 合  計 特別支援学級   
  

  
  生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級 生徒数 学級数 生徒数 学級数 障害種別

1 旭 丘 48 2 63 2 77 2 188 6 16 2 知的障害 

2 豊 玉 103 3 74 2 93 3 270 8      

3 豊 玉 第 二 78 2 68 2 61 2 207 6 (32) 4 情緒障害 

4 中 村 169 5 162 5 146 4 477 14 8 1 知的障害 

5 開 進 第 一 172 5 173 5 176 5 521 15      

6 開 進 第 二 172 5 103 3 135 4 410 12 (8) 1 難聴 

7 開 進 第 三 109 3 118 3 102 3 329 9 (4) 1 弱視 

8 開 進 第 四 186 5 141 4 156 4 483 13      

9 北 町 112 3 90 3 148 4 350 10      

10 練 馬 105 3 129 4 104 3 338 10 14 2 知的障害 

11 練 馬 東 184 5 136 4 157 4 477 13      

12 貫 井 122 4 124 4 165 5 411 13      

13 田 柄 191 5 141 4 164 5 496 14      

14 豊 溪 64 2 55 2 61 2 180 6      

15 光が丘第一 111 3 113 3 96 3 320 9      

16 光が丘第二 125 4 104 3 113 3 342 10      

17 光が丘第三 126 4 140 4 126 4 392 12 32 4 知的障害 

18 光が丘第四 74 2 92 3 85 3 251 8      

19 石 神 井 233 6 207 6 227 6 667 18 27 4 知的障害 

20 石 神 井 東 179 5 181 5 153 4 513 14      

21 石 神 井 西 192 5 189 5 220 6 601 16      

22 石 神 井 南 91 3 91 3 91 3 273 9      

23 上 石 神 井 154 4 135 4 147 4 436 12      

24 南 が 丘 72 2 78 2 71 2 221 6      

25 谷 原 72 2 64 2 87 3 223 7      

26 三 原 台 159 4 192 5 162 5 513 14      

27 大 泉 254 7 224 6 229 6 707 19 38 5 知的障害 

28 大 泉 第 二 227 6 221 6 214 6 662 18      

29 大 泉 西 193 5 162 5 173 5 528 15      

30 大 泉 北 134 4 132 4 116 3 382 11      

31 大 泉 学 園 152 4 158 4 157 4 467 12      

32 大泉学園桜 73 2 68 2 83 3 224 7      

33 関 180 5 170 5 157 4 507 14      

34 八 坂 86 3 75 2 82 3 243 8    

 合 計 4,702 132 4,373 126 4,534 130 13,609 388 135(44) 24   

※ (  )内は、通級生で通常学級生徒数の内数 

（平成19年 5月 1日現在）



 （資料 10）

（資料10） 区立小学校の児童数および学級数（平成19年度～平成24年度） 

1９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度   
  

  
  児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 

1 旭 丘 214 7 208 7 211 7 216 7 210 7 207 7 

2 小 竹 274 11 281 12 276 12 291 12 289 12 294 12 

3 豊 玉 496 15 490 15 482 14 479 14 458 13 438 12 

4 豊 玉 第 二 242 9 244 9 242 9 249 9 257 10 274 11 

5 豊 玉 東 352 12 343 12 332 12 324 12 324 12 313 12 

6 豊 玉 南 420 13 438 13 436 13 443 13 442 13 444 13 

7 中 村 876 25 926 25 924 25 941 26 946 26 935 26 

8 中 村 西 328 11 337 12 326 11 312 11 328 11 310 11 

9 早 宮 558 17 575 17 580 17 602 18 603 18 594 18 

10 開 進 第 一 866 25 859 25 832 25 754 22 693 21 645 20 

11 開 進 第 二 331 12 323 12 321 12 326 12 323 12 318 12 

12 開 進 第 三 763 22 771 22 769 22 749 21 727 20 716 20 

13 開 進 第 四 584 17 577 17 560 17 545 16 549 17 513 16 

14 仲 町 622 19 622 19 635 19 661 20 667 20 636 19 

15 南 町 374 12 398 13 390 13 406 13 410 13 428 13 

16 北 町 603 18 572 18 543 18 518 18 491 15 472 14 

17 北 町 西 560 17 570 17 563 17 544 17 566 18 561 18 

18 練 馬 517 17 516 17 515 17 498 17 486 15 457 15 

19 練 馬 第 二 394 12 391 12 420 13 411 13 435 13 429 13 

20 練 馬 第 三 403 12 398 12 385 12 406 12 393 12 390 12 

21 練 馬 東 546 17 518 17 506 15 507 15 501 15 460 14 

22 田 柄 588 18 562 18 534 18 499 16 478 15 438 14 

23 田 柄 第 二 798 23 805 24 782 24 770 24 756 24 741 22 

24 田 柄 第 三 331 12 317 11 310 11 305 11 289 10 266 9 

25 向 山 437 13 442 12 419 12 397 12 378 12 356 12 

26 豊 溪 401 12 406 13 400 13 407 13 411 13 411 13 

27 旭 町 450 13 444 13 431 13 393 12 370 12 345 12 

28 高 松 633 18 662 19 662 19 689 20 687 21 677 20 

29 春 日 291 11 294 11 298 11 291 11 290 11 284 10 

30 光が丘第一 356 12 362 12 377 12 380 13 396 13 399 13 

31 光が丘第二 229 8 222 8 215 8 221 8 201 7 197 6 

32 光が丘第三 259 10 266 9 280 10 267 10 255 9 262 10 

33 光が丘第四 201 7 204 7 203 7 224 7 214 8 234 8 

34 光が丘第五 131 6 125 6 133 6 144 6 153 6 175 7 

35 光が丘第六 445 13 452 13 436 13 434 13 399 12 399 13 

36 光が丘第七 172 7 152 6 134 6 130 6 124 6 108 6 

37 光が丘第八 241 9 233 7 225 7 214 6 214 6 209 6 

38 石 神 井 569 18 538 17 521 17 501 17 493 16 493 16 

39 石 神 井 東 383 12 373 12 358 12 356 12 336 12 361 12 

40 石 神 井 西 334 12 326 12 325 12 316 12 316 12 294 11 

41 石 神 井 台 522 15 547 16 553 17 558 16 553 16 511 15 

42 上 石 神 井 656 19 645 19 649 19 638 19 644 19 648 18 

43 上石神井北 607 18 591 18 607 18 607 18 592 18 579 18 

44 下 石 神 井 683 20 684 20 674 20 667 19 637 18 621 18 

45 光 和 841 24 811 24 808 24 786 24 739 22 706 21 

46 谷 原 472 14 480 15 463 14 455 13 455 13 442 13 

47 北 原 512 17 517 17 524 17 544 18 551 18 566 18 

48 立 野 423 13 411 13 404 13 387 13 395 13 366 12 

49 関 町 731 20 727 21 704 21 706 20 699 20 687 19 

50 関 町 北 798 22 789 22 772 22 735 21 737 21 741 21 

51 大 泉 450 14 431 13 429 13 416 13 382 12 389 12 

52 大 泉 第 一 441 14 459 14 459 15 448 14 441 14 424 13 

53 大 泉 第 二 901 25 881 24 855 25 818 23 755 22 707 20 

54 大 泉 第 三 562 18 571 18 574 18 578 18 581 18 559 17 

55 大 泉 第 四 701 21 713 21 687 20 674 20 636 19 642 20 

56 大 泉 第 六 498 16 508 16 528 17 549 18 556 18 585 18 

57 大 泉 東 740 22 717 21 699 20 695 20 679 19 651 18 

58 大 泉 西 352 12 351 12 340 12 334 12 323 12 310 12 

59 大 泉 南 767 22 783 23 778 23 763 22 720 21 683 20 

60 大 泉 北 589 18 617 18 639 18 678 19 700 20 718 22 

61 大 泉 学 園 405 12 406 12 403 13 391 13 372 12 361 12 

62 大泉学園緑 669 20 686 20 688 20 724 21 723 20 696 19 

63 大泉学園桜 424 12 428 12 425 12 432 12 421 12 416 12 

64 泉 新 624 18 644 19 645 19 633 19 625 19 601 18 

65 橋 戸 395 12 414 12 434 13 469 15 477 15 486 15 

66 南 田 中 282 10 294 10 294 10 292 10 281 10 283 11 

67 南 が 丘 299 12 306 12 310 12 311 12 309 12 296 11 

68 富 士 見 台 600 17 643 19 666 19 686 19 703 20 684 20 

69 八 坂 456 14 456 14 436 13 433 13 414 13 391 12 

  合 計 33,972 1,045 34,052 1,048 33,738 1,048 33,527 1,041 32,958 1,024 32,232 1,003 
 
※ 通常学級のみ 

※ 平成１９年度は５月１日現在の数値 

※ 平成２０年度から平成２４年度は、東京都教育人口推計（平成１９年度）による推計値 

 



 （資料 11）

（資料 11） 区立中学校の生徒数および学級数（平成1９年度～平成 2４年度） 
 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度   
  

  
  生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数

1 旭 丘 188 6 164 6 151 6 156 6 162 6 161 6

2 豊 玉 270 8 258 8 275 9 262 9 274 9 288 9

3 豊 玉 第 二 207 6 205 6 212 6 206 6 208 6 197 6

4 中 村 477 14 503 15 510 15 540 15 542 15 567 15

5 開 進 第 一 521 15 493 14 475 13 469 13 481 14 481 13

6 開 進 第 二 410 12 454 13 519 15 507 14 498 15 484 14

7 開 進 第 三 329 9 335 9 314 9 316 9 332 10 343 10

8 開 進 第 四 483 13 483 13 502 13 481 13 470 13 508 14

9 北 町 350 10 313 9 342 10 357 10 360 10 347 10

10 練 馬 338 10 330 10 311 9 320 9 336 9 342 9

11 練 馬 東 477 13 489 14 530 15 527 15 519 14 524 14

12 貫 井 411 13 382 12 383 12 385 12 383 12 389 12

13 田 柄 496 14 523 14 579 15 578 15 560 15 551 15

14 豊 溪 180 6 172 6 160 6 154 6 151 6 161 6

15 光が丘第一 320 9 330 9 310 9 299 9 288 9 302 9

16 光が丘第二 342 10 335 10 351 10 338 9 360 11 356 10

17 光が丘第三 392 12 371 11 360 11 352 10 360 10 357 10

18 光が丘第四 251 8 237 7 212 6 197 6 182 6 181 6

19 石 神 井 667 18 645 18 641 17 623 18 624 18 623 17

20 石 神 井 東 513 14 534 15 535 15 545 15 573 15 572 15

21 石 神 井 西 601 16 599 16 637 17 672 18 648 17 648 17

22 石 神 井 南 273 9 281 9 286 9 290 9 300 9 306 9

23 上 石 神 井 436 12 417 12 433 12 418 12 427 12 406 12

24 南 が 丘 221 6 214 6 201 6 191 6 206 6 196 6

25 谷 原 223 7 215 6 232 7 235 6 234 6 230 6

26 三 原 台 513 14 531 14 502 14 525 15 536 15 552 15

27 大 泉 707 19 689 19 683 19 644 18 668 18 656 18

28 大 泉 第 二 662 18 650 18 645 18 654 18 693 19 713 19

29 大 泉 西 528 15 529 14 552 15 545 15 559 15 552 15

30 大 泉 北 382 11 401 12 419 12 446 12 472 13 504 15

31 大 泉 学 園 467 12 442 12 444 12 456 14 508 15 513 15

32 大泉学園桜 224 7 192 6 178 6 160 6 165 6 169 6

33 関 507 14 510 14 507 15 502 15 527 15 521 14

34 八 坂 243 8 257 8 283 9 285 9 276 9 284 9

 合 計 13,609 388 13,483 385 13,674 392 13,635 392 13,882 398 13,984 396

※ 通常学級のみ 

※ 平成１９年度は５月１日現在の数値 

※ 平成２０年度から平成２４年度は、東京都教育人口推計（平成１９年度）による推計値 



 （資料 12）
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（資料12） 光が丘地区の小・中学校の児童生徒数の推移と今後の見込み（平成2年度～24年度） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 ※ 田柄第三小を含む 

※ 平成１９年度までは、各年５月１日現在の数値 

※ 平成２０年度以降は、平成１９年度東京都教育人口推計による推計値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H05 6,738人 

H04 4,804人 

H08 2,052人

H19 3,746人
H24 3,521人 

H19 2,409人

H19 1,337人

H24 2,293人 

H24 1,228人 



 （資料 13）

（資料１3） 光が丘地区とそれ以外の地区における小学校の児童数の伸び率比較 
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H04 29,943人 

H04 4,804人

H19 31,788 人
H24 30,164 人 

H19 2,409人 H24 2,293人 

※ 光が丘９校とは、光一小、光二小、光三小、光四小、光五小、光六小、光七小、光八小、田柄第三小をさす。

※ 光が丘９校の児童数の合計が最も多い平成４年度を指数１００とした。 

※ 平成１９年度までは各年５月１日の数値、平成２０年度以降は平成１９年度東京都教育人口推計による推計

値を基に算出した。 

 

（平成2年度～24年度） 







○ 計画策定までの経過 
 

 平成１５年１２月  「新行政改革プラン」の公表 

適正規模検討委員会の設置 

平成１６年 ３月  適正規模の制定 

７月  保護者等アンケート調査の実施 

８月  「学校施設白書」の公表 

９月   適正配置検討委員会の設置 

平成１７年 ２月  「適正配置基本方針（案）」の公表 

区民意見反映制度による意見募集 

４月  「適正配置基本方針」の公表 

平成１９年 ６月   教育委員会による「第一次実施計画（案）」の協議開始 

８月  教育委員会による「第一次実施計画（案）」の協議終了 

９月  「第一次実施計画（案）」の公表 

区民意見反映制度による意見募集 

説明会の実施（８回） 

１１月  保護者との意見交換会の実施（９回） 

１２月   教育委員会による「第一次実施計画」の協議開始 

平成２０年 ２月   教育委員会による「第一次実施計画」の協議終了 

  「第一次実施計画」の公表 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担 当】 

練馬区教育委員会 学校教育部 新しい学校づくり担当課 

   〒176-8501 練馬区豊玉北６－１２－１ 

   電 話    ３９９３－１１１１（代表） 

           ５９８４－１０３４（直通） 

    ファクス    ３９９３－１１９６ 

電子メールアドレス   atgakko@city.nerima.tokyo.jp 

 


